
25 20歳未満の者の飲酒防止等に関する取組等 

 

 

国税庁では、アルコール飲料としての酒類の特性に鑑み、より良い飲酒環境を形成して、消費者利益

と酒類業の健全な発達を期する観点から、従来から、酒類業界に対し 20 歳未満の者の飲酒防止に配意

した販売や広告、宣伝を行うよう要請するなど、所要の措置を講じてきています。 

また、酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会（内閣府、警察庁、総務省、公正取引委員会、

国税庁、文部科学省及び厚生労働省）において、平成 12年８月に決定された「未成年者の飲酒防止等対

策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」を踏まえ、関係省庁と連携しつつ、その施

策の実施を図っています。 

平成 15 年５月に酒類業組合法が改正され、同年９月からは、酒類小売販売場における適正な販売管

理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、販売場ごとに酒類販売管理者の選任を義務付け、従業員が

酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守して業務を実施するために必要な助言・指導を行わせるとと

もに、当該販売管理者に酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければならないこととしました。 

この酒類販売管理研修については、平成 28年６月に改正された酒類業組合法により義務化が図られ、

平成 29 年６月からは、酒類小売業者は、過去３年以内に酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類

販売管理者を選任するとともに、当該販売管理者に３年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講

させなければならないこととなりました。 

 

《業界団体への要請等》 

１ 警察庁及び厚生労働省と共同で、酒類小売業界に対し、20歳未満の者の飲酒防止のための取組を

推進するよう要請（平成 12年 12月） 

２ 平成 13 年 12 月の未成年者飲酒禁止法の一部改正を受けて、関係省庁（警察庁及び厚生労働省）

と共同して、酒類小売業界に対して、「未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販

売機以外の酒類自動販売機の撤廃及び設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理」をはじめとす

る７項目の取組を指導・要請（平成 13年 12月） 

３ 未成年者飲酒禁止法が改正された平成 13 年当時に比して同法違反の検挙件数が増加し、高水準

で推移していることに鑑み、関係省庁（警察庁及び厚生労働省）と共同して、酒類小売業界等に対

して「酒類自動販売機の適正な管理」をはじめとする４項目の取組を要請（平成 22年７月） 

４ 「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、同法に基づき、「アルコール健康障害対策推進基

本計画」（平成 28 年 5 月 31 日閣議決定）が策定されたことを受け、関係省庁（警察庁及び厚生労

働省）と共同して、酒類小売業界等に対して 20 歳未満の者の飲酒防止のための取組を徹底するよ

う要請（平成 28年７月） 

５ 平成 30 年６月の「民法の一部を改正する法律」により成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げら

れることとなったが、飲酒禁止年齢については引き続き 20 歳未満とされたことを踏まえ、関係省

庁（警察庁及び厚生労働省）と共同して、酒類小売業界等に対して 20歳未満の者の飲酒防止のため

の取組を徹底するよう要請（平成 31年３月） 

６ 「民法の一部を改正する法律」が令和４年４月１日に施行されることとなったため、関係省庁（警

察庁及び厚生労働省）と共同して、改めて酒類小売業界等に対して 20 歳未満の者の飲酒防止のた

めの取組を徹底するよう要請（令和４年３月） 

 

《自動販売機》 

１ 自動販売機のみの酒類小売業免許は付与しないよう措置（昭和 48年～） 

２ 自動販売機による酒類の深夜販売（23時 00分～翌日５時 00分）の自粛を指導（昭和 52年～） 

３ 酒類自動販売機に次の事項を表示することを義務付け（平成元年～） 



 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨 

 管理責任者の氏名、連絡先の住所及び電話番号（平成 15 年９月以降は、免許者の氏名又は名

称、酒類販売管理者の氏名並びに連絡先の所在地及び電話番号を表示するよう改正） 

 販売停止時間 

４ 平成６年 10 月の中央酒類審議会の中間報告「アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方に

ついて」等を踏まえて、全国小売酒販組合中央会が現行の酒類自動販売機を平成 12 年５月までに

撤廃することを決議（平成７年５月）したことを受け、「酒類自動販売機に係る取扱指針」を制定し、

現行の酒類自動販売機の平成 12 年５月を目途とした撤去及び新たに設置する場合には改良型自動

販売機以外は設置しないよう指導（平成７年～） 

５ 新たに酒類小売業免許を付与する場合には、酒類自動販売機を設置しないよう指導（平成 11 年

度～） 

６ 現行の酒類自動販売機の撤廃について改めて指導するとともに（平成 12年５月）、酒類自動販売

機の撤廃状況を調査し、その結果を毎年公表（平成 12年９月～） 

《対面販売》 

１ 対面販売の励行などに関し必要な助言と指導を実施（平成９年３月～） 

２ 20歳未満の者が酒類を清涼飲料と誤認して酒類を購入しないよう、酒類と清涼飲料との分離陳列

の実施を指導（平成９年３月～） 

３ 20 歳未満の者への販売を防止するため、酒類を販売する場合には 20 歳未満と思われる者に対し

て年齢確認を実施するよう必要な助言と指導を実施（平成 10年４月～） 

４ 20 歳未満の者が夜間に酒類を購入することを防止するため、20 歳未満の者の酒類の購入を責任

を持って防止できる者を配置し、夜間における酒類の販売体制を整備するよう必要な助言と指導を

実施（平成 10年４月～） 

５ 年齢確認の実施をはじめとする取組を推進していくためには、酒類販売に従事する者が酒類の特

性を理解することが必要であることから、小売酒販組合等に対して、傘下組合員等を対象とした｢酒

類の販売方法等に関する研修｣の実施について必要な助言と指導を実施（平成 10年４月～） 

６ 販売責任者が「未成年者飲酒防止に係る誓約書」を酒類販売場の所轄税務署長に提出するよう指

導（平成 13年４月～）（平成 15年９月以降は、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、所轄税務

署長に「酒類販売管理者選任届出書」を提出するよう改正） 

《容器等への注意表示》 

１ 酒類に対する適正な表示などを実施するため、次の事項を指導（昭和 59年～） 

 容器には酒類であることが明瞭に判読することができる方法で表示 

 酒類を店頭及び自動販売機に陳列する際には、酒類である旨の表示を前面にするよう配意 

 自動販売機による販売に当たっては、酒類と清涼飲料とを混在しないよう配意 

２ 酒類の容器に「20 歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示を義務付け(平成９年７

月～) 

３ 日本洋酒酒造組合において、低アルコールリキュール等と清涼飲料、果実飲料等の酒類以外の飲

料との誤認を防止するため、容器又は包装の表示に「酒マーク」を表示することや、色彩、絵柄等

に配慮すること等の自主基準を制定(平成 12年６月～) 

４ 酒類の陳列場所に「酒類の売場である」旨及び「20 歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」

旨の表示を義務付け（平成 15年９月～） 

５ 酒類の陳列場所における表示について、より確実に 20歳未満の者の酒類の購入を防止するため、

「20 歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示を「20 歳以上の年齢であることを確認

できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改正（平成 17年 10月～） 

 

 



６ 酒類業界（飲酒に関する連絡協議会）において、清涼飲料、果

実飲料等の酒類以外の飲料との誤認を防止するため、容器又は包

装の表示の色彩、絵柄等に配慮することや、アルコール度 10度未

満の酒類の容器に、「酒マーク」を表示することについての自主基

準を制定(平成 23年６月～) 

７ 酒類業界（飲酒に関する連絡協議会）において、ノンアルコール飲料（アルコール度数 0.00％で、

味わいが酒類に類似しており、満 20歳以上の成人の飲用を想定・推奨しているもの）の容器につい

て、20歳以上を対象としている旨を表示し、既存のアルコール飲料と同一のブランド名及び誤認を

招くような類似する意匠を使用しないこととし、自主基準を改正（平成 24年 11月～） 

《啓発活動》 

１ 警察庁と協力して、20歳未満の者の飲酒が禁止されている旨のステッカーを全国の酒販店の店頭

に貼付するなどを指導（平成４年３月～） 

２ 社団法人アルコール健康医学協会、厚生労働省、内閣府、警察庁、文部科学省及び総務省と共同

で 20歳未満の者の飲酒禁止啓発ポスターを作成し、酒販店の店頭のほか、公共施設等に掲示（平成

８年９月～） 

３ 平成 14 年以降毎年４月が｢20 歳未満飲酒防止強調月間｣とされたことを受け、関係省庁及び各業

界団体と協力して、酒販店の店頭のほか、中学校、高校、保健所、警察署及び税務署等に広報ポス

ターを掲示するなどの広報活動を推進（平成 14年４月～） 

４ 平成 16年以降「20歳未満の者がお酒を飲んではいけない５つの理由」「お酒について知っておき

たいこと」を作成し、教育機関等に配付（平成 16年２月～） 

５ ビール酒造組合において、20 歳未満飲酒防止教育学校コンクール（平成 28 年までは未成年者飲

酒防止ポスター、スローガン、学校賞募集キャンペーン）を実施（平成 14年～） 

６ 全国小売酒販組合中央会において、「20 歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン」

を毎年４月に開催（平成 21年４月～令和５年３月） 

７ 全国小売酒販青年協議会において、小売酒販店向け「年齢確認ハンドブック」を作成（平成 16年～） 

《広告宣伝》 

酒類業界（飲酒に関する連絡協議会）において、酒類の広告宣伝に関して次のような自主基準を制定

（昭和 63年 12月制定：最終改正：令和元年７月）。 

１ 新聞、雑誌、ポスター、テレビ、ラジオ、インターネット、消費者向けチラシ（パンフレット類

を含む。）を媒体とする広告宣伝に関し、「お酒は二十歳になってから」などの注意表示を行う。 

２ 20歳未満の者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。 

３ 20歳未満の者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには

広告を行わない。 

４ テレビ広告において、25歳未満の者を広告のモデルに使用しない。また、25歳以上であっても、

25歳未満に見えるような表現は行わない。 

５ 酒類を清涼飲料と誤認させる表現は行わない。 

６ 20歳未満の者を対象としたキャンペーンは行わない。 

７ 公共交通機関には、車体広告、車内独占広告等の広告は行わない。 

８ 小学校、中学校、高等学校の周辺 100ｍ以内に、屋外の張替式大型商品広告板は設置しない。 

９ 過度な飲酒、「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現、テレビ広告での喉元を通る「ゴク

ゴク」等の効果音やお酒を飲むシーンについて喉元アップの描写はしない。 

10 ５時 00分～18時 00分までの時間帯にはテレビ広告を行わない。 

 

20 歳未満の者の飲酒防止啓発ポスターや酒類自動販売機の設置状況などについては、国税庁ホームページ

(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/mokuji.htm)に掲載しています。 
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〔参考〕酒マークのイメージ図（一例） 
３５０ml 未満（20 ポイント活字） 
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